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○ 取扱い 

1 輸血前又は輸血予定の記載がある場合の輸血前検査の算定は、原則と

して認められる。 

2 輸血前又は輸血予定の記載がない場合の輸血前検査の算定は、原則と

して認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 輸血の実施に当たっては、肝炎ウイルス等の感染リスクを考慮して関連

検査を実施する必要がある。したがって、輸血料の算定がない場合におけ

る輸血前検査は、輸血前又は輸血予定の記載がある場合は原則として認め

られるが、これらの記載がなくレセプト内容からも輸血前又は輸血予定で

あることが判断できない場合はその必要性は認められない。 

 以上のことから、上記 1の輸血前又は輸血予定の記載がある場合は原則

として認められ、2 の記載がない場合は原則として認められないと判断し

た。 

 


